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１．情報提供依頼の背景と目的 

香芝市、葛城市、川西町、田原本町、上牧町、広陵町および河合町の７団体が参加する奈良県

基幹システム共同化検討会（以下 「検討会」 という。）では基幹システムの共同利用（以下「自

治体クラウド」という。）を行っており、検討会の各団体は、平成２３年５月から平成２５年２

月までに、順次自治体クラウドへの移行を実施しました。（現行契約業者：ＮＥＣネクサソリュ

ーションズ株式会社）現行契約は令和７年度で満了する予定です。 

また、戸籍情報システム及び戸籍附票システム（以下「戸籍等システム」という。）について

も、葛城市に設置したシステムサーバでの共同利用を経た後、令和５年２月から令和５年３月ま

でに、既存システムベンダーの提供するデータセンター（ＩＤＣ）でのクラウド環境利用に移行

し、現在も共同利用を継続して行っております。（現行契約業者：株式会社松阪電子計算センタ

ー）現行契約は令和７年度で満了する予定です。 

 

検討会の各団体の人口は、次の通りです。 

自治体名 香芝市 葛城市 川西町 田原本町 上牧町 広陵町 河合町 

人口（※） 78,981 37,755 8,370 31,771 21,910 35,204 17,277  

※令和４年１月１日時点住民基本台帳人口総計より 

 

「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」（令和３年法律第４０号）が令和３年９

月１日に施行され、地方公共団体は、住民記録や税務など住民情報を扱う２０業務について、国

が示す標準仕様に準拠したシステム（以下「標準準拠システム」）に移行することが求められて

います。 

現在、検討会では、国が目標として定める令和７年度末までに全団体が標準準拠システムへ移

行することを目指して、現行システム調査や標準仕様との比較分析等を進めています。一方で、

実現に向けては目標とする時期までに、各標準化対象業務に対する標準準拠システムが、情報シ

ステム開発事業者（以下「事業者」）様から確実に提供される必要があります。本 RFI は、各事

業者様の標準準拠システムの検討会に対する提供意思及び標準化対応に向けた事業者様の考え

る課題感等について把握することを目的としています。 

 

２．情報提供依頼の概要 

   事業者様が提供する戸籍等システムについて、以下の点で回答をお願いします。なお、提案

可否を検討するに当たっては、「７．現行システムについて」及び「８．システム開発上の要

件」を前提としてください。 

   また、戸籍等システムで提案が可能である場合で、ガバメントクラウド上に構築できる場合

には、ガバメントクラウド運用管理補助者についても提案可否を回答してください。 

   （１）検討会への提案可否、提案可能な場合の提供可能時期（以下提案可能かつ情報提供可能な場合） 

   （２）導入実績（戸籍等システムの開発・保守） 

   （３）想定される構築スケジュール 

   （４）概算費用 

   （５）その他提案事項 
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３．情報提供依頼の範囲 

戸籍等システムの範囲は以下のとおりです。 

    （１）戸籍情報システム：戸籍情報システム標準仕様書【第 1.0版】 

    （２）戸籍附票システム：戸籍附票システム標準仕様書【第 2.0版】 

 

 

４．提供資料一覧 

RFIに関して検討会から提供する資料は以下の通りです。 

  

No. 資料名 説明 

1 情報提供依頼書 本資料 

2 【様式１】情報提供資料報告書 本調達に係る情報提供の資料報告

書類 

3 【様式２】情報提供意向確認書 本調達に係る情報提供の意向確認

書類 

4 【様式３】質問票 本調達に係る質問事項を記入いた

だく様式 

5 【様式４】情報提供票 ご提案いただく製品の詳細に関す

る情報提供書類 

 

 

５．スケジュール 

項目 期限 

情報提供依頼発出 令和５年７月１０日（月） 

情報提供依頼に関する質問票の提出 令和５年７月２０日（木） 

質問票への回答 令和５年７月２７日（木） 

情報提供資料報告書等の提出 令和５年８月１０日（木） 

  

 

６．情報提供要領  

（１）情報提供依頼に関する質問票の提出方法 

 不明点等の質問事項は、様式３「質問票」に記入し、令和５年７月２０日（木）までに本文書

の最後に示す問合せ先に、電子メールにてご提出をお願いいたします。 

電子メールの件名は「【質問】標準化情報提供（会社名）」としてください。 

また、電子メール送付後、送付確認のためお電話にてご連絡をお願いいたします。 
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（２）情報提供依頼回答書の提出方法 

①提出様式 

回答は、以下の資料に記入の上、ご提出ください。以下の資料に書ききれない場合や図表を

用いた提案を提出いただける場合は、任意の様式でも結構です。 

・【様式１】情報提供資料報告書 ※社印押印されたもの 

・【様式２】情報提供意向確認書 

・【様式４】情報提供票 

  

②提出方法 

本文書の最後に示す問い合せ先に、電子メールにてご提出をお願いいたします。 

電子メールの件名は「【提出】標準化情報提供（会社名）」としてください。 

また、電子メール送付後、送付確認のためお電話にてご連絡をお願いいたします。電子デー

タは、マイクロソフト社 Word、Excel、PowerPoint形式または PDF形式とします。 

電子データの容量が５MB を超える場合は、DVD-R に複写したものをご提出いただくことも

可とします。DVD-Rにて提出する場合は、本文書の最後に示す問い合せ先に郵送または持参

にてご提出ください。 

 

③提出期限  令和５年８月１０日（木）１７時（必着） 

 

７．現行システムについて 

 （１）現行システム 

  ア 戸籍情報システム：日立システムズ製 ＡＤＷＯＲＬＤ 戸籍総合システム 

  イ 戸籍附票システム：日立システムズ製 ＡＤＷＯＲＬＤ 戸籍総合システム 

 

 （２）本籍数及び本籍人口数（令和５年３月３１日現在） 

   本籍数   ： ７６，２００戸籍 

   本籍人口数 ： １９１，５００人 

 

 （３）ユーザー数 

   約 ８５人 

 

 （４）端末数及び設置場所 

  ア 業務端末数 

     約 ２２ 台 

  イ 設置場所等 

     葛城市（新庄庁舎 2台・當麻庁舎 2台）、香芝市庁舎 4台、川西町庁舎 2台、田原本町庁

舎 3台、上牧町庁舎 2台、広陵町庁舎 3台、河合町庁舎 4台 
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 （５）現行システム概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （６）システム連携 

   戸籍等システムについて連携先システムを含めた概要は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８．システム開発上の要件 

 （１）標準準拠 

  地方公共団体システム標準化基本方針や各種標準仕様書など国の定める標準化関連指針すべて

に準拠することを求めます。従って、開発途中でも、国の動向に合わせ仕様変更等に柔軟に対応す

ることを求めます。システムの標準化適合性確認については、地方公共団体情報システム標準化基

本方針にて「共通的標準化基準の適合性確認」に定められたとおりとなりますが、国の動向などを

見据え、検収時点での基準に沿って適合性を評価する想定です。 

 

 （２）ロードマップ（予定） 

   予定について、ご意見等あれば【様式 4】の「その他提案事項」にて情報提供をお願いいたし

ます。 

   プロポーザルの公告 ： 令和６年 10から 11月頃 

   事業者決定・契約  ： 令和６年 11から 12月頃 

   システム稼働    ： 令和８年 3月を予定 

・導入支援

・運用

データセンター(IDC）

LGWAN ASP サービス

提供事業者 ・基本パッケージ開発及び保守

・プロジェクト管理

■データセンターに設置された

業務パッケージシステムを

ネットワーク経由でサービスと

して利用

上牧町

広陵町

河合町

LGWAN回線

田原本町

川西町

香芝市

葛城市

■現行システム概要

・本番環境の提供

・ヘルプデスク

住記システム 

住民記録システム 

印鑑登録システム 

コンビニ交付 
システム 

注：川西町・河合
町 BCLを利用 
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 （３）ガバメントクラウドの活用 

   国の利用及び接続環境・契約方法等の整備が十分にされていることを前提に、システム稼働か 

  らガバメントクラウド上で稼働することを前提にします。また、システム開発・保守だけではな

く、ガバメントクラウド運用管理補助者についても一括で本システムの開発・保守事業者に委託

することが望ましいと考えていますが、ご意見等あれば【様式 4】の「その他提案事項」にて情

報提供をお願いいたします。 

 

 

９．注意事項  

（１）本資料による情報提供依頼は、システムに関する内容や予算規模を検討するための材料で

あって、契約を前提としたものでは無いことをあらかじめご了承ください。 

（２）ご提出いただく資料について、用語や表現は一般的に使用されているものを用い、可能な

限りシステム管理業務経験のない一般職員でも理解可能な平易な表現を使用してください。専

門用語を使用しなければ説明できない場合には、注釈をつけてください。独自の開発技法・製品

を用いる場合には、平易な表現による注釈をつけてください。 

（３）資料の提供に当たって、既存の提案資料、パンフレット等をご活用いただいても構いませ

ん。 

（４）ご提出していただいた情報については、検討会内での使用のほか、国への状況報告・課題報

告のために利用させていただく場合があります。 

（５）本情報提供に係る資料の作成、提出等に要する費用は各事業者のご負担でお願いいたしま

す。   

（６）ご提出していただいた情報・資料につきましては、返却いたしません。   

（７）質問票にていただきました質問に対し回答可能なものについて、情報共有の必要があると

考えられる内容の際は、質問票の回答期限日までに、検討会から各事業者へ質問主を伏せた形で

情報提供いたします。 

（８）本 RFI に伴い、検討会が提供する資料及び質問回答の内容は、本 RFI に関する作業以外に

は使用を禁じます。 

（９）ご提出していただいた情報に関して、後日問い合わせや役場へ来庁いただいてのご説明を

お願いすることがあります。 

 

１０．問い合わせ先  

上牧町住民生活部 住民保険課宛  担当 大坪 壮太朗 

住所  ： 〒639-0293 奈良県北葛城郡上牧町大字上牧３３５０番地 

電話  ： 0745-76-2508 

e-mail ： juumin@town.kanmaki.lg.jp 

※上牧町は本年度の検討会戸籍分科会の分科会長であり、本件の取り纏めをしております。 

  

 

以上 


